
１．は じ め に

現在, 我々の社会は横並びの社会から, 勝ち組, 負け組の二極分化に象徴

されるように格差が進行しつつある。このような時代にあっては, 経済社会

を認識する統計に関しても水準を表すデータよりも構造ないし分布を表すデ

ータが望まれる。例えば, 貯蓄データに関して言えば, 一世帯あたり平均貯

蓄額の数字よりも貯蓄額別の世帯数を示す分布データの方が格差時代にあっ

ては必要度が大きいであろう。国民経済計算データに関しても93ＳＮＡにお

いてＳＮＡの勘定体系を行列表示する「社会会計行列（ＳＡＭ)」を導入し,

各々の勘定項目に分類をほどこすことによって勘定項目について詳細な分布

構造を把握することが可能となっている1)。しかし, 社会会計行列が93ＳＮ

55

1) 93ＳＮＡの「社会会計行列」については文献(７)��章参照。93ＳＮＡは「社会
会計行列」が詳細な分布構造の把握が可能なことを次のように述べている。長く
なるが引用すれば次のごとくである｡「勘定の行列表示を行う場合, ひとつの有
益な選択可能な方法は, それぞれの勘定で別々のタイプの取引主体とそのグルー
プ分けを採用することが, 勘定体系全体の整合性と統合性を放棄することなく行
えるということである。このことが意味することは, 各勘定で考慮中の経済フロ
ーの集合にとり, もっともふさわしい単位と単位の分類を採用することによって,
「多重単位使用と多重部門分割」(multiple actoring and multiple sectoring）を適
用することが可能であるということである。以下で構成する例示的ＳＡＭには,
４つのタイプの単位が含まれている｡すなわち,生産物, 事業所, 本源的投入 (就
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Ａの行列表示であり, 93ＳＮＡが帰属計算を利用していることから, 勘定項

目についての詳細な分布構造の推計は統計作成者の「cut and paste｣2) のア

ート（技, あるいは技術）が必要となり, 分析データとしてのタイムリーな

入手可能性に問題を抱えている。またＳＮＡの開発を担当している国連が68

ＳＮＡの完成後に公表した, ＳＮＡの概念内容よりも制度視点, あるいは現

実取引視点の概念に基づいて家計部門を対象にした「分布統計｣3) の作成を

提案しているが, これは社会会計行列が弾力的に詳細な分布構造の把握の可

能性を保持しているのに対し, 当初から予定ないし例示された各種の「分布

統計」の作成に限定され4), 構造分析のデータ利用に関して分析者のニーズ

に合わず分析データとしての価値を縮減させている。いずれにしても現状で

は, 格差を認識すべき分布構造表, ないし分布統計を弾力的に作成できない

か, あるいはそれが可能であったとしても推計結果のタイムリーな入手可能
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業者, 農地栽培面積等）および制度単位である。異なるタイプの単位をひとつの
表に適用すること（｢多重単位使用｣）により, 異なるタイプの分類を使用するこ
とになる（｢多重部門分割｣）のが自然である。さらに, 時には, ひとつの表で同
一単位の複数の分類を利用することが望ましいこともある。たとえば, 一部の勘
定にだけ詳細な分類を実行することが適当である場合, また, 一部の勘定につい
て集計的な情報しか利用可能でない場合である｡」(文献(７)邦訳下巻143頁）

2) R.ラッグルズはコンピュータが進化した現段階ではミクロデータの収納, すな
わちミクロデータベースの構築, あるいはそれを利用した分類作業は一段と実行
可能になり, 国民勘定はミクロデータとの統合を進めるべきであり, 従来型の集
計データを利用した国民勘定の推計のやり方である「cut and paste」は時代遅れ
（obsolete）のやり方であると述べている。(文献(３), pp. 413�414. 参照)。

3) 家計部門を対象にした分布統計の作成方法論を提示している文献(８)は制度視点,
現実取引視点に立つとはいえ完全ではない。例えば, 企業部門ではなく家計部門
として位置づけてはいるが帰属家賃を計上しているし, また雇主の社会保障負担
を雇用者の所得に含めている。しかし, 保険会社へのサービス料としての保険サ
ービスチャージ, および保険準備金の運用益としての利子, 配当等の財産所得は
含めていない。文献(18)は例えば保険準備金の運用益を財産所得として含めてい
るごとく, 比較的ＳＮＡ（93ＳＮＡ）に準拠して家計部門の分布統計の作成を試
みている。

4) 文献(８)で予定している分布統計の標準型については文献(８)邦訳156頁－171頁
に掲載されている。それらの分布統計は概略的にいえば, 家計主の社会経済的地
位分類, 家計所得の10分位分類, 所得稼得者の年令, 性, 経済活動, 職業, 教育
到達度分類を要約表, 所得の源泉に関する表, 所得の処分に関する表に適用して
家計の分布構造を表示するものである。



性に問題を抱えていることが分かる。

以上のような状況を考慮すると, 国民経済計算体系とリンクするミクロデ

ータベースの構築, つまりマクロデータとミクロデータ（個票）との統合は

不可欠の課題である。それはマクロ集計量の変動による分布構造のいかなる

解明をもそれに対応したミクロデータの瞬時の集計によって弾力的, 機動的

に行うことを可能にし5), マクロ経済指標における格差構造の実態を我々に

提供してくれるからである。これは現在の格差時代に経済政策上, あるいは

経済社会を認識する上で必須の情報であり, 今後の国民経済計算はマクロデ

ータとミクロデータの統合を最優先課題としていかなければならない。さら

にマクロデータとミクロデータの統合が要請される理由として, マクロデー

タとミクロデータの概念内容の整合性が挙げられる。同一名称のマクロ指標

とミクロ指標で必ずしも概念内容が同じでない場合, 常識的理解でマクロ指

標の数字を読むと判断を誤ることになる。例えば, マクロの個人消費支出指

標の内容には, 現金支出を伴わない持家の家賃である帰属家賃が含まれてい

るから, マクロ指標を勉強しない限りマクロ指標の個人消費支出の数字の意

味を正確に読みとることができない。しかし, ミクロデータの積み上げによ

るマクロデータの算定であるマクロデータとミクロデータの統合の場合には

概念内容の整合性が保たれ, マクロ数字の意味の正確な読みとりが可能とな

る。以上の２つの理由から我々は今後の国民経済計算はマクロデータとミク

ロデータの統合したシステムでなければならないと考える。

本稿は, 上述の問題意識に基づいてマクロデータとミクロデータの統合を

目指す国民経済計算システムをいかに構築するかについて我々の検討作業の

結果である｡ 以下の「２．現行マクロデータとミクロデータの統合の可能性」

において現行93ＳＮＡはなぜマクロデータとミクロデータとの統合が不可能

であるかを, 具体的には国民経済計算データに基づいて算定した家計貯蓄率

の数字と家計調査に基づいて算定した家計貯蓄率（家計黒字率)6) の数字が
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5) 文献(12)195頁参照。
6）我が国の家計調査においては貯蓄率という指標はなく, それは「黒字率」と呼ば



なぜ相違する7) かについて, 国民経済計算の所得処分勘定の各項目のデータ

の内容を家計調査データの内容と対比させて検討を行った｡「３．ミクロデ

ータと統合可能な国民経済計算システムーラッグルズのＩＥＡの検討」では

「２．現行マクロデータとミクロデータの統合の可能性」の検討からマクロ

とミクロのリンクを可能にするには, 国民経済計算システムにおいて帰属計

算等の方法の採用にみられるように分析的機能的側面を重視するよりも制度

的側面を重視しなければならないことが分かった8)。それをふまえて, 国民

経済計算システムにおいて制度的側面と分析的機能的側面の分離を実行して

いるラッグルズのＩＥＡがミクロデータとの統合が可能な国民経済計算シス

テムであるか否かを検討した｡「４．マクロ・ミクロリンクを可能にするミ

クロデータべースの構築」においてマクロとミクロのリンクを可能にする国

民経済計算システムに不可欠な様々なミクロ統計の個票の集合体であるミク

ロデータベースの構築について, 特に統計的マッチング（統計的照合）によ

るミクロデータベースの構築に向けての全般的なフローチャートを提示した。

２．現行マクロデータとミクロデータの統合の可能性

家計貯蓄率のマクロベース（国民経済計算）の値とミクロベース（家計調

査）の値を比較すると, 90年代の数字であるが9), マクロベースでは92年14.2

％, 93年12.7％, 94年12.9％, 95年10.8％, 96年9.6％, 97年11.2％, 98年10.9

％, 99年11.0％, 2000年9.3％, 01年6.6％であるのに対し, ミクロベースで

は92年25.5％, 93年25.7％, 94年26.6％, 95年27.5％, 96年28.0％, 97年28.0
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れている。黒字率は黒字, すなわち可処分所得マイナス消費支出, を可処分所得
で割り算することによって求められると定義されている。それゆえ黒字率の算定
式はマクロデータの貯蓄率の算定式と同一である。(文献(22)443頁参照)。

7) 国民経済計算データによる家計貯蓄率と家計調査による家計貯蓄率の相違につい
ては文献(17)において行われており参照した。

8) 本稿における制度的側面, および分析的機能的側面の表現は文献(３)に負ってい
る｡ 文献(３) pp. 393 394. 参照｡

9) マクロベースの数字の出所は文献(21)30～31頁, ミクロベースの数字の出所は文
献（22）22頁。



％, 98年28.7％, 99年28.5％, 2000年27.9％, 01年27.9％であり, 10～15％

ポイントの開きがあり, 近年では20％ポイント近くの開きを生じており, 大

きく乖離していることから, マクロデータとミクロデータの統合は不可能で

あることが予想できる。マクロデータとミクロデータの推計対象が, 前者は

家計部門の全世帯を対象とし, 後者は家計部門の勤労者世帯のみを10) 対象と

するという対象範囲の違いはあるとしても, このような結果が生じるのは家

計貯蓄率を求める際の国民経済計算データ（ＳＮＡデータ）と家計調査デー

タの所得, 消費支出概念に相違があるからと考えられる。この相違を解消す

ることなしにはマクロデータとミクロデータの統合は不可能であるから, 以

下において, (イ)まず93ＳＮＡの家計部門の所得, 消費支出等を推計してい

る所得支出勘定の各指標（項目) が家計調査データに対応しているか否かを

検討し, (ロ)次にそれをふまえてマクロデータとミクロデータの統合を可能

にするにはマクロデータ, すなわちＳＮＡあるいは国民所得勘定がいかに設

計されるべきであるかを考察する。(なお, 93ＳＮＡの所得支出勘定の各指

標（項目）については本文末尾にに掲載してある表－１を参照せよ。また同

じく93ＳＮＡの所得支出勘定の各項目と関連する家計調査の収入, 支出項目

の内容については表－２を参照せよ｡）

（イ）93ＳＮＡにほぼ準拠したマクロデータを集大成している我が国の「国

民経済計算年報」は家計部門の所得支出勘定として, 受取要素所得を基点と

して貯蓄の形成に至るまでの所得の分配・再分配, 所得の使用を含む所得の

処分過程を「第１次所得の配分勘定｣,「所得の第２次分配勘定｣,「現物所得

の再分配勘定｣,「可処分所得の使用勘定｣,「調整可処分所得の使用勘定」に

よって提示している。我々はミクロデータとの統合に関心があるから, すな

わち現物取引を考慮しない家計調査データとの対比にあるから現物取引より

も現金取引を対象とすることになる。それゆえ国民経済計算の「第１次所得
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10) 我が国の家計調査では収入, 支出両面にわたって調査しているのは勤労者世帯お
よび無職世帯である。勤労者以外の世帯（無職世帯を除く）については支出面の
みしか調査を行っていない。文献(22)440頁参照。



の配分勘定｣,「所得の第２次分配勘定｣,「可処分所得の使用勘定」における

各指標が検討対象となる11)。

（イ－１）まずは「第１次所得の配分勘定」の受取側の指標からみていこう｡

「雇用者報酬（受取)」は(１)「賃金・俸給」と(２)「雇主の社会負担｣, か

らなっているが,「賃金・俸給」の中には現金給与以外に, 社宅等の住宅を

はじめとする現物給与が含まれている。この現物給与部分は現金取引視点の

家計調査データには含まれない。現実の実際に行われた取引実態をそのまま

把捉することに視点をおいている現実取引視点に立つ国民所得勘定, あるい

はコア勘定方式であれば, 現物給与と個人消費支出の組み合わせではなく支

出基準に立脚して現物給与部分は企業消費支出, あるいは政府消費支出とし

て取り扱われる｡「雇主の社会負担」は, 社会保障基金, 厚生年金基金に対

する雇主の負担分である「雇主の現実社会負担」と, 公務員に対する公務災

害補償, 団体生命保険に対する保険料負担のごとく基金を設定せずに雇主が

負担する「雇主の帰属社会負担」からなっている｡「雇主の現実社会負担」

は実際には雇主から基金へ現金が移動し, 雇用者が直接現金を取得するわけ

ではないので家計調査データには含まれない。但し,「雇主の帰属社会負担」

には退職一時金, 公務災害補償等のごとく家計調査データに含まれているも

のもある｡ つぎに「営業余剰・混合所得（純)」は(１)「営業余剰（持家）

(純)」と(２)「混合所得（純)」からなっているが, 持家については実際に

家賃取引がなく, ＳＮＡデータでは帰属家賃という形で, いわゆる市場取引

を擬製する帰属計算を行っているが,「営業余剰（持家）(純)」の項目は当

然家計調査データに対応する項目は存在しない｡「混合所得（純)」は農家等

の個人企業の業主所得であり, 家計調査データには含まれている｡「財産所

得（受取)」であるが, それは(１)「利子｣, (２)「配当｣, (３)「保険契約

者に帰属する財産所得｣, (４)「賃貸料｣, からなっている｡「利子｣,「配当｣,
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11) 以下の93ＳＮＡの家計部門の所得支出勘定の各指標（項目）と家計調査データと
の対応関係についての検討に際して, わが国の国民経済計算統計の所得処分勘定
の各指標（項目）の定義については文献(20), (25), (24)に依拠している。また
家計調査の収入, 支出の項目の内容については文献(22), (23)に依拠している。



「賃貸料」に該当する項目は家計調査にも含まれている。但し,「保険契約

者に帰属する財産所得」は生命保険等の保険料の積み立て部分である保険準

備金の運用によって得られる利子, 配当の財産所得部分であるが, この財産

所得部分は家計に還元されず, 満期まで積み立てられたりするので, 家計調

査データにはこの項目の数字は含まれない。つづいて同じ「第１次所得の配

分勘定」の支払側をみてみよう｡ 支払側は「財産所得（支払)」だけである

が, それは消費者負債利子, 農林水産業等の利子, 住宅ローンの利子である

持家の利子, および土地の賃貸料からなっている。これらの項目は家計調査

データにも存在する。

（イ－２）次に引き続いて家計部門の「所得の第２次分配勘定」の各項目を,

家計調査の視点から検討して, マクロデータの特徴をみていくことにする｡

「所得の第２次分配勘定」は基本的に,「現物所得の再分配勘定」が現物移

転を把捉しているのに対し, 現金移転を捉えているから,「所得の第２次分

配勘定」の各項目は現金取引のみに基づいている家計調査データと対応して

いると言える。具体的にみていこう。家計部門の「所得の第２次分配勘定」

の受取側は「現物社会移転以外の社会給付」と「その他の経常移転」からな

っている｡「現物社会移転以外の社会給付」は(１)「現金による社会保障給

付｣,(２)｢年金基金による社会給付｣, (３)「無基金雇用者社会給付｣, (４)

「社会扶助給付｣, からなっているが, 具体的には「現金による社会保障給

付」は公的年金等,「年金基金による社会給付」は厚生年金基金等からの年

金,「無基金雇用者社会給付」は退職一時金, 公務災害補償等,「社会扶助給

付」は生活保護に関する現金扶助であるから, すべて家計調査データに存在

している。但し, 家計調査では,「現金による社会保障給付｣,「無基金雇用

者社会給付｣,「社会扶助給付」は「実収入｣, それに対し「年金基金による

社会給付」は「実収入以外の収入」(金融資産の減少, 金融負債の増加等に

よる収入）と区分している。家計調査ではこの区分にみられるように年金基

金からの年金を金融資産取引として位置づけているが, 93ＳＮＡも従来の移

転取引の取扱から年金基金による取引を金融取引（資産取引）と位置づけを
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変更している。しかし, 93ＳＮＡは実態に対応すべく年金基金からの給付と

負担に関してこれまでと同様移転取引としても計上している。そこで「貯蓄」

項目に影響がでないように「年金基金年金準備金の変動」項目を設定して移

転取引分を消去している。以上のことから現段階では, 年金基金からの年金

の取り扱いに関して, 収入ないし所得の位置づけを行っているマクロデータ

の方が家計調査よりも実態を反映させていると言えよう。家計部門の「所得

の第２次分配勘定」のもうひとつの受取項目である「その他の経常移転」は

(１)「非生命保険金｣, (２)「他に分類されない経常移転」からなっている｡

「非生命保険金」は損害保険の保険金であり,「他に分類されない経常移転」

は仕送り金, 贈与金等, であり, いずれも家計調査の調査対象項目である。

但し, 積立型の「非生命保険金」は家計調査では実収入以外の収入として移

転取引ではなく資産取引として取り扱われている。家計部門の「所得の第２

次分配勘定」の支払側に転じると,「所得・富等に課される経常税｣,「社会

負担｣,「その他の経常移転」に区分されている。マクロデータのこれらの所

得移転項目は家計調査の「非消費支出」に対応して問題がないように見える

がそうではない。具体的にみていこう。まず「所得・富等に課される経常税」

は「所得に課される税」と「その他の経常税」に分かれる｡「所得に課され

る税」は所得税, 住民税であり, 家計調査データとも対応しており問題はな

い。問題は, 家計調査データに所得税, 住民税とともに含まれている持家に

課される固定資産税等が, マクロデータでは「持ち家産業」の生産コストの

一部分として, マクロデータで定義するところの「間接税」に分類される。

それゆえ持ち家の固定資産税等はマクロデータの「所得・富等に課される経

常税」には含まれていない｡「社会負担」は(１)「現実社会負担」と(２)

「帰属社会負担」に分かれるが, ここで「帰属社会負担」が設けられている

のは, 家計部門の「所得の第２次分配勘定」の受取項目である「無基金雇用

者社会給付」がすでに「雇主の帰属社会負担」としての家計部門の「雇用者

報酬」にも含まれ, 家計部門の所得が二重計算されているのでそれを相殺す

るための項目である。いずれにしても「帰属社会負担」は退職一時金, 公務
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災害補償等の「無基金雇用者社会給付」の内容を指しているので家計調査デ

ータに対応している。また「現実社会負担」は社会保障基金, 年金基金への

保険料等の支払であり, それは「雇主の現実社会負担」と「雇用者の社会負

担」に分かれているが, 家計調査データに対応するのはもちろん「雇用者の

社会負担」だけである｡「雇主の現実社会負担」が登場してくるのは, マク

ロデータでは分析的機能的観点から, 社会保障関連の雇主の負担のルートを,

実際のごとく雇主から社会保障基金への取引の流れを想定するのではなく,

雇主負担分を雇用者が受取り, それを自己の負担分である「雇用者の社会負

担」と合算した額が本来的に雇用者の社会保障基金からの給付に対応する負

担額とみなしているからである。このように実際の取引に即してではなく,

分析的機能的観点から取引の流れを設定することを国民経済計算の方法論で

はリ・ルーティング（迂回処理）と呼んでいる。最後の「その他の経常移転」

は(１)「非生命純保険料」と(２)「他に分類されない経常移転」からなって

いる｡「非生命純保険料」は非生命保険, つまり損害保険の純保険料（支払

保険料マイナス保険会社サービス提供に相当するといわれている保険サービ

スチャージ）を指しているが, 家計調査では, まず, 掛け捨て型の損害保険

の保険料の場合, マクロデータと異なり「消費支出」に分類されている。ま

た貯蓄型の損害保険の保険料であれば金融資産取引として「実支出以外の支

出」として分類される。いずれにしてもマクロデータの損害保険料は, マク

ロデータ位置づけに対応する「非消費支出」に分類されていないが家計調査

データに項目をもっている。しかし, 純保険料は支払保険料マイナス保険サ

ービスチャージであり, 支払保険料はこれまでにみたごとく家計調査データ

に含まれているが, 保険サービスチャージは保険会社のサービス提供部分で

あり, 実際の取引部分ではないから, 結局, 純保険料に対応するデータは家

計調査では見出せない。最後に,「他に分類されない経常移転」は寄付金,

負担金, 仕送り, 贈与金, 罰金からなっている。これらは家計調査データに

対応している。

（イ－３）最後に, 家計部門の「所得の使用勘定」の項目を, 家計調査の視
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点から検討していこう。家計部門の「所得の使用勘定」の受取側は,「所得

の第２次分配勘定」のバランス項目である「可処分所得」以外に「年金基金

年金準備金の変動」がある｡「年金基金年金準備金の変動」はすでに「所得

の第２次分配勘定」で登場した厚生年金基金等の年金基金からの年金の給付

と負担を93ＳＮＡがこれまでと異なり, 金融取引（資産取引）と位置づけて

いるにもかかわらず, 現実の人々の認識を重視し移転取引（経常取引）の取

り扱いをも行っているので, 給付マイナス負担の大きさだけ, 本来の金融資

産の増加分あるいは資産取引と経常取引との接点をなす「貯蓄」の大きさを

その分だけ減少させていることから, それを相殺, あるいは修復するために

設定された項目である。家計調査においても年金基金の給付と負担は資産取

引として「実収入以外の収入｣,「実支出以外の支出」としてマクロデータに

対応しているが, 年金基金への雇主負担分は, 当然家計調査データには欠け

ているので, 結局のところ「年金基金年金準備金の変動」は家計調査データ

から計算できず, 家計調査と対応していない。転じて家計部門の「所得の使

用勘定」の支払側は「最終消費支出」とバランス項目である「貯蓄」である｡

「最終消費支出」は基本は現金支出を伴う家計調査の消費支出を指すが, 端

的に言って, マクロデータの「最終消費支出」には家計調査に含まれない現

物給与等が含まれているので家計調査データと対応しない。但し, マクロデ

ータでは消費支出と消費の区分の考えが93ＳＮＡになってようやく採用され

るようになり, それゆえ, 93ＳＮＡへ移行後の我が国のマクロデータである

国民経済計算データでは, 医療費の社会保険からの負担分は移行前の国民経

済計算データと異なり個人消費支出から除外された。しかし, 我が国のマク

ロデータでは消費と消費支出の二元化が徹底しておらず, 我が国マクロデー

タの推計担当者による解説12) によれば,「最終消費支出」には消費者による

貨幣支出を伴わない, あるいは個人の消費支出と意識しない取引項目が含ま

れている。例えば, 持ち家の帰属家賃, 農家による農産物の自己消費分, 現
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物給与として提供された財・サービスの消費, さらに, 支払保険料から保険

金の準備金として蓄積される分を控除した残りの大きさに相当する保険サー

ビス提供分（保険サービスチャージ）がそれである。それゆえ, 消費者によ

る実際の現金取引でないこれらの項目を含んでいるマクロデータの「消費支

出」はこれら項目だけ家計調査の消費支出を超過しており, 家計調査データ

と対応していない。

(ロ) 以上のごとく, 家計の収入, 支出面のデータを提供している家計調査

データと国民経済計算データには所得, 所得の移転, 消費支出の取引項目に

関して乖離がみられる。これは国民経済計算データで採用されている帰属計

算とリ・ルーティング（迂回処理）の方法が大きく影響している。これまで

みてきたマクロデータと家計調査データとの乖離はいずれかの方法と関係し

ている。すなわち, 国民経済計算データでは分析的ないし機能的側面を重視

する観点から, 持ち家の家賃（帰属家賃), あるいは保険取引にみられる保

険サービス消費としての保険サービスチャージの帰属計算にみられるごとく,

実際の現金取引を擬製する帰属計算を行ったり, あるいは雇主の社会保険負

担分を, 現実の取引の流れである直接社会保障基金への支払いではなく, い

ったん社会保険の受益者である雇用者の所得に含めるリ・ルーティング（迂

回処理）の方法を採用したり, また現物給与にみられる実際の支出者ではな

く, 現物部分の受益者による現金取引を設定するためにリ・ルーティング

（迂回処理）を行っている。また保険会社の保険準備金の運用による利子等

の運用益を実際と異なり, 家計に配分するリ・ルーティング（迂回処理）を

行っている。このように国民経済計算データは分析的機能的観点から帰属計

算, リ・ルーティング（迂回処理）を採用し, 実際取引の支出基準から取引

を把握しているのではない。それゆえ, ミクロデータとマクロデータを統合

するには, マクロデータをミクロデータと共通する実際取引の観点である制

度的側面を中心に置き支出基準にたった国民経済計算システムを構築し, 持

ち家の家賃, 現物移転等にみられるごとく帰属計算, リ・ルーティング（迂

回処理）を用いた分析的, 機能的側面を別途表示するのが望ましいことにな
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る。そうすればミクロデータとマクロデータの制度的側面は共通になり, 統

合が可能になるからである13)。マクロデータの制度的側面と分析的, 機能的

側面の分離はすでにオランダの国民経済計算研究者によって国民経済計算の

コア・モジュール方式として提唱されている14)。すなわち市場取引, 貨幣取

引を扱うコア勘定と, 帰属計算, リ・ルーティング（迂回処理）を扱うモジ

ュールからなる国民経済計算システムを提案している。またラッグルズも

IEA (Integrated Economic Accounts）の名称でコア・モジュール方式の国民

経済計算システムを提案している。次の「３. ミクロデータと統合可能な国

民経済計算システムーラッグルズのＩＥＡの検討」ではミクロデータとマク

ロデータとの統合を可能にする国民経済計算システムであるラッグルズのＩ

ＥＡを採りあげ, ミクロデータと統合を可能にする国民経済計算システムは

どのような国民経済計算システムであるかを考察することにする。

ラッグルズはミクロデータとマクロデータの統合を積極的に提唱し, 前章

でみたＳＮＡと異なり, ミクロデータとの統合を意図した国民経済計算シス

テムであるＩＥＡを提案している。ＩＥＡはアメリカの公式の国民所得勘定

であるＮＩＰＡ（以下, ＢＥＡ勘定と呼ぶ）に対し以下のような特徴を持っ

ている16)。(イ)まず部門分割に関して, ＩＥＡ勘定で個人部門に含まれてい

る民間非営利団体を個人部門から企業部門へ移し, 個人部門を純粋に家計部

門に変更し,「持ち家」の所属先についても企業部門から家計部門へ変更を

行っている。(ロ)ＢＥＡ勘定は市場取引以外に, 持ち家の家賃である帰属家

賃のごとく貨幣取引を伴わない非市場取引に対して現実に取引があったかの

桃山学院大学経済経営論集 第45巻第４号66

３. ミクロデータと統合可能な国民経済計算システム

－ラッグルズのＩＥＡの検討15)

13) 文献(３)P. 394参照。
14) 文献(６)参照。
15) ラッグルズのＩＥＡに関する本章の叙述は文献(４)に依拠している｡ ラッグルズ
のＩＥＡの基本的内容の解説については文献(10), (11)参照。

16) 文献(４)邦訳44頁－47頁参照。



ごとく仮定ないし想定して擬制評価する, すなわち帰属計算を行って市場取

引と合算しているが, ＩＥＡは, ミクロデータとの統合を可能にするために

非市場取引を市場取引から分離して計上している。(ハ)ＢＥＡ勘定は帰属計

算以外に, リ・ルーティング（迂回処理）という国民経済計算特有の取引記

録を行っている。例えば, 社会保険料の雇主負担にみられるごとく, 社会保

険料の雇主負担額を雇用者が所得として一旦受取, 雇用者から社会保障基金

に支払う処理の手続きを採用したり, また, 雇主が提供する社宅, 食券等の

現物給与は現物所得の受取による個人の消費支出として取り扱っている。こ

のようにＢＥＡ勘定はリ・ルーティング（迂回処理）を行い, 便益基準に立

っているが, それに対しＩＥＡは中枢体系, あるいはコア勘定では市場取引

の把捉の観点に立ち支出基準に純化し, 社会保険料の雇主負担に関しては,

実際にみられる雇主から社会保障基金への支出として, また現物給与に関し

ては企業の消費支出として取り扱っている。(ニ)ＢＥＡ勘定は周知のように,

資本形成の行為主体を企業（持ち家を含む）に限定しているが, ＩＥＡは資

本形成の行為主体を政府と家計に拡張している。以上の特に(イ), (ロ),

(ハ)のＩＥＡの特徴からＩＥＡがミクロデータとの統合を意図した国民経済

計算システムであることが理解できる。しかし,「２. 現行マクロデータと

ミクロデータの統合の可能性」で検討したようにミクロデータとマクロデー

タが統合可能な国民経済計算システムは支出基準に立脚し, 帰属計算, リ・

ルーティング（迂回処理）を用いた分析的機能的側面を別途表示するシステ

ムである。すなわち, 中枢体系, コア勘定において帰属計算, リ・ルーティ

ング（迂回処理）を中止し, 支出基準で統一しているかどうかである。具体

的には(イ)現物所得, 現物移転の場合に支出基準に立ち, 受益者の支出では

なく, 実際に貨幣支出を行っている者の支出を計上し, 便益分については中

枢体系, コア勘定から分離して計上しているかどうか, (ロ)非市場取引を擬

制評価する帰属計算についてはリ・ルーティング（迂回処理）と同様, 分離

して別途表示を行っているかどうかである。そこで, 以下においてＩＥＡが

このミクロデータとマクロデータとの統合を可能にする国民経済計算システ
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ムの条件を満たしているかどうかを, ＩＥＡの勘定体系のフローの統合勘定

である「国民総生産勘定｣, およびフローの部門勘定である「企業総生産勘

定｣,「家計所得・支出勘定｣,「一般政府所得・支出勘定」について検討を行

っていくことにする17)。ＩＥＡの各勘定の検討に際しては文献(４)の本文お

よび同文献の「ＢＥＡ－ＩＥＡ調整表」を参考にした。なお,「ＢＥＡ－Ｉ

ＥＡ調整表」は本文の末尾に表－３として掲載してある。

(１)「国民総生産勘定」

受取側は,「企業経常消費支出｣,「家計経常消費支出｣,「政府経常消費支

出｣,「企業総資本形成｣,「家計総資本形成｣,「政府総資本形成」および「海

外への純売却」からなっている。(イ), まず, 受取側の企業の「雇用者への

給付（現物)」にみられるように, 企業による現物給与は, 便益基準に立つ

リ・ルーティング（迂回処理）を止めて, すなわち個人の消費支出ではなく,

支出基準による企業の消費支出, すなわち「企業経常消費支出」と位置づけ

ている｡「非営利給付（現物)」も, 非営利団体から家計への現物移転であり,

便益基準に立ってリ・ルーティング（迂回処理）すれば個人消費支出の位置

づけとなるが, 非営利団体の所属が家計部門から企業部門に移されたので,

ＩＥＡでは「企業経常消費支出」として取り扱われている。このことからも

ＩＥＡが支出基準に立っていることが分かる。同じことは, 政府部門の現物

給与である「雇用者給付｣,「軍事用食料・衣服｣, および政府からの医療サ

ービスの現物移転である「保健給付」についてもいえる。すなわち, ＩＥＡ

では支出主体である「政府経常消費支出」と位置づけている。逆に, ＩＥＡ

の「家計経常消費支出」は, ＢＥＡ勘定の個人消費支出からリ・ルーティン

グ（迂回処理）を行った現物給与, あるいは現物移転を控除した大きさと把

捉され, 家計で実際に財, サービスに支出した大きさを捉えている。以上の

ようにＩＥＡでは, 現物移転, 現物給与の便益は, ＢＥＡ勘定の便益基準に

基づくリ・ルーティング（迂回処理）による個人消費支出としてではなく,
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17) ｢企業総生産勘定」は「国民総生産勘定」とほとんど勘定項目が重複しているの
で「国民総生産勘定」の説明で代替した。



支出を行っている主体の消費支出と位置づけており, ＩＥＡが支出基準に立

脚していることが分かる。なお, それと関連して, 現物給与, 現物移転の便

益に関する表示は, すでに述べたように, ミクロデータとマクロデータの統

合を可能にする国民経済計算システムでは市場取引を計上する中枢体系, あ

るいはコア勘定でなく, 帰属計算部分と同様に, コア勘定とは別にモジュー

ルとして表示されるべきである。しかし, ＩＥＡには帰属計算部分とは異な

り, 現物給与, 現物移転の便益に関する表示がなされていない。(ロ)ＩＥＡ

は現実に取引はないが, 実際に取引があったかのように擬制計上する, いわ

ゆる帰属計算として, ＢＥＡ勘定と同様に, 持ち家の住宅サービスである帰

属家賃, 農家の自己生産物の自己消費分, すなわち農家の帰属消費分をＩＥ

Ａの「家計経常消費支出」に含めておらず, ＩＥＡが支出基準に立脚してい

ることが分かる。なお, ＩＥＡの企業消費支出に含まれている, 帰属利子に

相当する「金融サービス（現物)」も帰属家賃と同様別掲している帰属計算

セクションに移行すべきである。それ以外にＩＥＡではＢＥＡ勘定と異なり,

総資本形成の行為主体を企業部門のみならず, 政府, 家計にも認め, 家計の

自動車等の耐久財の取得も総資本形成と捉え, それと関連してＩＥＡでは耐

久財ストックからのサービスを帰属計算セクションで計上している。

ＩＥＡの国民総生産勘定の支払側は「企業総生産に対する費用」(｢雇用者

所得｣,「利子（純)｣,「業主所得｣,「賃貸料｣,「配当（純)｣,「税および税外

負担｣,「移転（純)｣,「企業総貯蓄｣）と「政府総生産に対する費用」(｢雇用

者所得｣）に分かれる。(イ)｢利子（純)」の内訳項目である「その他の帰属

利子」は保険会社の保険準備金の運用益等であるが, 実際に保険契約者に支

払われるわけではないから, ＢＥＡ勘定のごとく企業部門の「その他の帰属

利子」支払とするのではなく, 現実にはその分を保険会社の保険準備金に積

増しているのであるから, ＩＥＡのごとく実際の観点に立った「企業総貯蓄」

の一部（｢年金および保険準備金｣）とすべきである。同じく「利子（純)」

の内訳項目である「帰属金融サービス」は, 銀行業の帰属利子であり, 国民

総生産勘定の受取側の「金融サービス（現物)」と対応しており, ＩＥＡの
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帰属計算セクションに移行するべきである。(ロ)「税および税外負担」に関

して,「持ち家」の所属先をＢＥＡ勘定と異なり, ＩＥＡでは現実通り家計

部門に所属させることにより, 持ち家の固定資産税である「自己保有財産税」

を企業の間接税支払いから家計部門の直接税支払いとして計上していること

はミクロデータとの統合の観点からは妥当な取り扱いである。

(２)「家計所得・支出勘定」

ＩＥＡの「家計所得・支出勘定」の受取側は,「賃金・俸給｣,「利子所得｣,

「業主所得｣,「賃貸料所得｣,「配当｣,「移転（受取)」からなっているが,

ミクロデータとの統合の観点からの特徴として以下の点を指摘することがで

きる。(イ)ＳＮＡをはじめ公式の国民所得勘定では,「賃金・俸給」以外に

「雇主の社会保険負担」が家計の雇用者所得として計上しているが, これは

家計が実際に受け取らず, リ・ルーティング（迂回処理）を排除しているＩ

ＥＡでは,「雇主の社会保険負担」を家計部門の雇用者所得としてではなく,

実際の取引どおりに企業部門から政府部門への社会保険負担の取引として処

理している。(ロ)「利子所得」に関して, ＩＥＡは保険契約者の保険準備金

の運用益が実際に受け取ることなく, 保険準備金に蓄積されることから運用

益（その他の帰属利子｣）を除外しているが, ＩＥＡの取り扱いは保険準備

金の運用益のリ・ルーティング（迂回処理）を排除しており, ミクロデータ

との統合の観点から首肯できる。(ハ)「移転（受取)」に関して, 社会保障

制度における医療の現物給付である「政府の保健給付」ついては, ＩＥＡは

中枢体系, コア勘定において, 政府消費支出の取り扱いをし,「政府の保健

給付」の現物移転は, ＩＥＡの中枢体系, コア勘定では家計の「移転（受取)」

および個人消費支出として取り扱っていない。それゆえＩＥＡが支出基準に

立っていることが分かる。家計の便益の観点は帰属計算同様, ＩＥＡの中枢

体系, コア勘定ではなく, モジュールで処理すべきである。しかし, ＩＥＡ

はそのような処理を行っていない。(ニ)ＢＥＡ勘定において持ち家の住宅サ

ービス（帰属家賃）が個人消費支出に含まれているのに対応して, 企業部門

の「賃貸料所得」に持ち家の帰属賃貸所得も含まれているが, ＩＥＡは支出
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基準に立ち家計の帰属賃貸料, および家計帰属賃貸所得を中枢体系, コア勘

定から除外し, 中枢体系, コア勘定以外のモジュールにおいて計上している。

この取り扱いはミクロデータとの統合の観点から妥当である。

ＩＥＡの「家計所得・支出勘定」の支払側は,「経常消費支出｣,「利子支

払｣,「税支払｣,「個人の社会保険負担｣,「移転（支払)｣,「総貯蓄」からな

っているが, (イ)「経常消費支出」に関しては,「国民総生産勘定」のとこ

ろでふれたように, 企業の現物給与の場合, 便益分についてはリ・ルーティ

ング（迂回処理）を行って個人消費支出と取り扱うのではなく, 企業消費支

出（｢企業経常消費支出｣）として取り扱い, 家計の消費支出（｢家計経常消

費支出｣）に含めない。これはＩＥＡが支出基準に立脚している証拠である。

但し, 現物給与等の便益分はＩＥＡの中枢体系, あるいはコア勘定以外のモ

ジュールで取り扱うべきであるが, ＩＥＡにその表示はない。(ロ)「税支払」

について, これもすでに述べたように, ＩＥＡが家計部門の資本形成を認識

することにより, 持ち家の所属部門が企業から家計になり, ＩＥＡが現実通

りに持ち家にかかる税をＢＥＡ勘定にみられる企業部門の間接税ではなく,

家計部門の財産税として処理している。ＩＥＡの処理はミクロデータとの統

合の観点に合致している。

(３)「一般政府所得・支出勘定」

ＩＥＡの「一般政府所得・支出勘定」の特徴である, 現物給与（｢軍事用

食料・衣服｣), 現物移転（｢保健給付｣), および「持ち家財産税」について

はすでに言及したので説明は省略する。

以上の勘定細部の検討を踏まえて, ＩＥＡがミクロデータと統合可能な国

民経済計算システムであるか否かについて次のように述べることができる。

すでに我々はミクロデータと統合可能な国民経済計算システムの条件として,

２点を挙げておいた。簡単に言えば(１)国民経済計算システムの中枢体系,

コア勘定において便益基準に立つリ・ルーティング（迂回処理）を中止し,

支出基準に立脚する, (２)それとともに同じく中枢体系, コア勘定において

帰属計算を計上しない, 以上の２点である。ＩＥＡがこれらの条件を満たし
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ているかどうかであるが, 勘定細部の検討を通じて示したように, ＩＥＡは

現物給与, 現物移転に関してＢＥＡ勘定と異なり, リ・ルーティング（迂回

処理）を行わず, 貨幣支出主体の支出を計上し, 支出基準に立っていること

が分かる。それは他の社会保険の雇主負担, 保険準備金の運用益の取り扱い

についてもＢＥＡ勘定と相違し, ＩＥＡが支出基準に立っていることをみた。

但し, ＩＥＡはこのようにリ・ルーティング（迂回処理）を行わず支出基準

に立っているが, それと関連して便益分を中枢体系, あるいはコア勘定以外

のモジュールで帰属計算とともに計上すべきであるが, それを行っていない。

また帰属計算についてもＩＥＡは持ち家の帰属家賃にみられるごとく, それ

を中枢体系, コア勘定から除外し, モジュールでその表示を行っているが,

銀行の無償サービスの帰属利子もそこに含めるべきである。以上のことから

ＩＥＡは, 便益分等についてモジュールでの表示に工夫の余地はあるが, 中

枢体系, コア勘定においてリ・ルーティング（迂回処理), 帰属計算を行わ

ず, 支出基準に立脚しており, ミクロデータと統合可能な国民経済計算シス

テムであるといえる。

「３. ミクロデータと統合可能な国民経済計算システムーラッグルズのＩ

ＥＡの検討」においてミクロデータと統合可能な国民経済計算システムを提

示したので, ミクロデータと統合可能な国民経済計算システムの制度部門

（企業, 家計, 政府）に対応するミクロデータベースをいかに作成するかを

考察しよう。ミクロデータと統合可能な国民経済計算システムの制度部門に

対応するミクロデータベース作成手続きは次のようになる。(イ)ミクロデー

タと統合可能な国民経済計算システムの制度部門（企業, 家計, 政府）に対

応する統計調査, あるいはミクロデータファイルの選択, つまり統計調査の

個票の集合からなるミクロデータセットの選択19), (ロ)個々の選択したミク
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４. マクロ・ミクロリンクを可能にするミクロデータべースの構築18)

18) ミクロデータベース構築に関する本章の叙述は以下の文献に依拠している。文献
(２), (９), (12), (13), (14), (15), (16), (19)。



ロデータセットの補正, および調整, すなわちミクロデータセットにおける

欠測値（missing value）の補正, ミクロデータと統合可能な国民経済計算シ

ステムと対比してミクロデータセットの調査対象, 調査項目の内容等の調整,

(ハ)補正, 調整済みのミクロデータセットの統計的照合（statistical match-

ing）によりミクロデータと統合可能な国民経済計算システムの制度部門

（企業, 家計, 政府）に対応するミクロデータベースの作成。以下において

（イ), (ロ), (ハ)の各項目について説明を補足しておこう。(イ)例えばミ

クロデータと統合可能な国民経済計算システムの家計部門に対応する調査対

象をもつ統計調査, あるいはミクロデータファイルの選択を考えた場合,

「家計調査｣,「全国消費実態調査」をはじめとする関連統計調査（いずれも

標本調査）が列挙される。これらの統計調査の個票, すなわち個々の標本デ

ータの集合が各々のミクロデータセットを構成する。そしてこの各々のミク

ロデータセットに対し照合手続きを行って家計部門のミクロデータベースの

作成を行うのである。(ロ)しかし, まず最初に個々のミクロデータセットは

無回答の標本（欠測値）を含んでいる場合があるので, それに対しデータの

値を決定する（imputation）必要がある。個々のミクロデータセットは欠測

値の補正を完了しても, ミクロデータセットの調査項目の内容がミクロデー

タと統合可能な国民経済計算システムの対応する項目の内容と合致しない場

合, ミクロデータセットの調査項目の内容を調整しておく必要がある。(ハ)

個々のミクロデータセットは(イ), (ロ)の作業を通して, ミクロデータと統

合可能な国民経済計算システムのミクロデータベースの条件を満たすが, そ

れぞれ単独ではミクロデータベースとして不十分であるから, (イ), (ロ)の

作業を経過したミクロデーセットどおしで照合を行い, 併合（merge）ある

格差時代の国民経済計算 73

19) 我が国ではミクロデータ, すなわち個票の利用は統計の目的外使用として統計法
の下で研究利用に制限が加えられている。プライバシー保護の観点から, 個票の
利用に制限が加えられているのは当然のことといえるが, 近年, ミクロデータの
積極的利用の気運の高まりとともに, 個票の利用制限緩和の要求も強まりつつあ
る。筆者にとって文献(15)をベースにプライバシー保護とミクロデータ利用との
関係についての考究が必要であると思っている。



いは合成する必要がある。照合には完全照合（exact matching）と統計的照

合（statistical matching）があるが, 個々のミクロデータセットが標本調査

である場合が大部分であり, 識別子（identifier）を付与しても標本調査であ

るがゆえに調査対象が同一になることがないから完全照合は無理である20)。

それゆえ統計的照合による併合ないし合成が行われる。すなわち, ミクロデ

ータセットの共通の属性（調査項目）を特定し, 共通属性に関する個々の標

本同士の距離関数の距離最小の組み合わせによって各ミクロデータセット間

のミクロデータの併合, あるいは合成を行いミクロデータベースを作成す

る21)。(上記の図－１参照)。このようなミクロデータセットの照合, および

併合を通してミクロデータと統合可能な国民経済計算システムのミクロデー
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(出所）松田芳郎『企業構造の統計的測定方法』, 1991年29ページ。

20) プライバシー保護の観点からは, 識別子により個体, ないし個人の確認が可能な
完全照合よりも, それが可能でない統計的照合の方が望ましいということになる。
統計的照合がプライバシー保護の観点から選好されることに関しては文献(12)
212－213頁参照。

21) 文献(14)28頁－29頁参照。



タベースが作成される。以上がミクロデータと統合可能な国民経済計算シス

テムのミクロデータベース作成の基本的方法論であるが, ミクロデータベー

ス作成の具体的展開については今後の課題である。

５．結 語

我々の社会は現在, 横並び社会から大きく格差が存在する社会へと変化し

ている。20世紀中葉の大恐慌に対処すべくＧＮＰ指標が誕生したように, 国

民経済計算統計はこの分野のすばらしい足跡, ないし遺産を継承して現代の

課題に答えなければならない。現在の国民経済計算統計に要請されているの

は, 進行しつつある経済社会の格差構造の是正に寄与することである。しか

し, 現在の国民経済計算統計の国際基準であるＳＮＡは経済量の分布構造の

把握に適していない。ミクロ統計を積み上げていけばマクロ統計ができる,

いわばミクロ統計とマクロ統計の統合が不可能であるからである。本稿は現

代の国民経済計算統計が社会の課題に答えるために, 筆者が取り組んだミク

ロ統計とマクロ統計の統合に関する検討作業の結果である。本稿においては,

まず国民経済計算統計とミクロ統計との統合が不可欠であるとの認識に立ち,

まず統合が不可能の原因を探求し（｢２．現行マクロデータとミクロデータ

の統合の可能性｣）, 次に不可能の原因を取り去った統合可能な国民経済計

算システムの考察を行った（｢３. ミクロデータと統合可能な国民経済計算

システムーラッグルズのＩＥＡの検討｣)。さらに, 次の課題として, 統合可

能な国民経済計算システムにリンクさせる様々なミクロ統計の個票の集合体

であるミクロデータベースの構築について考察を行った（｢４．マクロ・ミ

クロリンクを可能にするミクロデータべースの構築｣)。しかし, 調査対象,

調査方法, 概念, 分類体系等のタイプの異なるミクロ統計を合成ないし併合

して企業, 家計, 政府の部門別のミクロデータベースの作成に関しては, ミ

クロデータベース構築の方法論の概要を提示するという, 最初の一歩を踏み

出したにすぎない。具体的なミクロデータベースの作成は今後の課題として

残っている。
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(表－１)
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（出所）内閣府経済社会総合研究所(編）
『国民経済計算年報（平成15年版)』
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(表－２)
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（出所）総務省統計局編
『家計調査年報 平成14年家計収支編（二人以上の世帯)』
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(表－３)
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（出所）文献(４)邦訳90～99頁
なお, 同表の「対応項目」列の資料については文献(４)邦訳88～89頁参照。
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National Accounts in the Emerging Disparity Era :

The Integration of National Accounts and Microdata

Akimasa KATSURA

Now, we have faced the collapse of middle class in our society owing to global

market economy since 1990. National accounts has to provide not only the ag-

gregates but also the distribution structure of it. But, SNA-global standard of na-

tional accounts-can not provide the distribution structure of aggregates, because

it can not integrate macrodata with microdata. So, we have aimed at the con-

struction of national accounts to be integrated with microdata. In order to con-

struct the national accounts to be integrated with microdata, we have examined

the following three points in this paper. (1) Why can not SNA integrate with

microdata? (2) Is Ruggles IEA(Ruggles proposal national accounts) national ac-

counts to be integrated with microdata? (3) How do we make the microdatabase

for the national accounts to be integrated with microdata?

We have concluded that national accounts to be integrated with microdata

must exclude the imputation and re-routing in the core accounts, Ruggles IEA is

able to employ as the national accounts to be integrated with microdata.


